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審査・建議勧告事件月報

平成 30 年 1 月分第1表 (集計表） 大阪 地裁管内
検察審査会

，

大阪第一検総第 1 1号 平成30年1月 Iチ日

最高裁判所刑事局長殿 大阪一検事務局長

処
理
区
分

受 理 人 員

旧
受

新 受

申
立
て

職
権
移
送 計

〈
ロ

計

既 済 人 員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移

送

〈
ロ

計

未

済
人
員

第 2 段階の審査

審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

そ
の
他

審
査
中

建
議
勧
告
件
数

当月 41 14 1 15 56

(1)

～‐

◆

11

(1)

1 6 18

(1)

38

1月からの累計 14 1 15 11

(1)

1 6 18

(1)

備

考
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審査・建議勧告事件月報

平成 30 年 2 月分第1表 (集計表） 大阪 地裁管内
検察審査会

,

大阪第一検総第 ｜う号 平成30年 3月1 日
最高裁判所刑事局長殿 大阪一検事務局長

処
理
区
分

受 理 人 員

旧
受

新 受

申
立
て

職
権
移
送 計

〈
口

計

既 済 人 員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移
送

〈
ロ

計

未
済
人
員

第2段階の審査

審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

そ
の
他

審
査
中

建
議
勧
告
件
数

当月 38 15 15 53 14 1 15 38

1月からの累計 29 1 30 25

(1)

2 6 33

(1)

備

考
、

一
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審査・建議勧告事件月報

平成 30 年 3 ． 月分第1表 (集計表） 大阪 地裁管内
検察審査会
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大阪第一検総第 （し号 平成30年Li月(2-日

最高裁判所刑事局長殿 大阪一検事務局長

処
理
区
分

受 理 人 員

旧

受

新 受

申
立

て

職
権
移
送 計

〈
ロ

計

既 済 人 員

起
訴
：
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移
送

合

計

未
済
人
員

第 2 段階の審査

審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

そ
の
他

審
査
中

建
議
勧
告
件
数

当月 38 15

、
ぐ
‐
Ｉ
《 16 54．

(1) 、

23

(1)

、

1 1 25

(1)。

29

1月からの累計 44 2 46 48

(2)

3 1 6 58

(2)

備

考

句 ● ●
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審査・建議勧告事件月報

平成 30 年 4 月分第1表 (集計表） 大阪 地裁管内
検察審査会

（最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。

ー

大阪第一検総第21号 平成30年5月15日

最高裁判所刑事局長殿 大阪一検事務局長

処
理
区
分

受 理 ． 人 員

旧
受

新 受

申
立
て

職
権
移
送 計

合
口

計

既 済 人 員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移

送

〈
ロ

計

未
済
人
員

第 2 段階の審査

審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

そ
の
他

審
査
中

建
議
勧
告
件
数

当月 29 25 25 54 16 2 18 36

●

1月からの累計 69 2

巳

71 64

(2)

5 1 6 76

(2)

ｅ
●

備

考
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審査・建議勧告事件月報

平成 30 年 5 月分第1表 (集計表） 大阪 地裁管内

検察審査会

，

大阪第一検総第24号 平成30年． 6月12日

最高裁判所刑事局長殿 大阪一検事務局長

処
理
区
分

受 理一 人 員

日

受

Ｉ

新 受

申
立
て

職
権
移
送 計

〈
ロ

計

既 済 人 員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移

送

合

計

未
済
人
員

第 2 段階 の審査

審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

そ
の
他

審
査
中

建
議
勧
告
件
数

当月 36 7 7

缶
守

43 6 6 37

1月からの累計 76 2 78 70

(2)

5 1 6 82

(2)

備
考
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審査・建議勧告事件月報

平成 30 年 6 月分第1表 (集計表） 大阪 地裁管内
検察審査会

p

大阪第一検総第28号 平成30年7月12日

最高裁判所刑事局長殿 大阪一検事務局長

処
理
区
分

受 理 人 員

日

受

Ｉ

新 受

｡｡｡

申
立
て

職
権
移
送 計

〈
口

計

既 済 人 員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移
送

〈
ロ

計

未
済
人
員

第 2 段階の審査

審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

そ
の
他

審
査
中

建
議
勧
告
件
数

当月 37 73 73 110 9 1 10 100

1月からの累計 149 2 151 79

(2)

6 1 6 92

(2)

備

考



審査･建議勧告事件月報

平成 30 年 7 月分第1表 (集計表） 大阪 地裁管内
検察審査会

● ■ 6

") H賎桶
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最高裁判所刑事局長殿 大阪一検事務局長

処
理
区
分

受 理 人 員

旧
受

新 受

申
立
て

職
権
移
送 計

〈
ロ

計

既 済 人 員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移

送

〈
ロ

計

未
済
人
員

第 2 段階の審査

審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

そ
の
他

●

審
査
中

建
議
勧
告
件
数

当月 100 15 15 115 17 17 98

言

1月からの累計 164 2 166 96

(2)

6 1 6 109

(2)

備

考

一

必 ●



ノ

審査・建議勧告事件月報

平成 30 年 8 月分第1表 (集計表） 大阪 地裁管内

検察審査会

（最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び｢合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。

最高裁判所刑事局長殿
b

大阪一検事務局長

平成30年9月10日

処
理
区
分

受 理 人 員

旧
受

新 受

申
立
て

職
権
移
送 計

〈
ロ

計

既 済 人 員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移

送 卜

今
ロ
一
三
口

未

済
人
員

第 2 段階の審査

審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

そ
の
他

審
査
中

建
議
勧
告
件
数

当月 98 15 15 113 1 5 1 7 106

1月からの累計 179 2 181 1 101

(2)

7 1 6 116

(2)

備

考
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審査・建議勧告事件月報

平成 30 年 9 月分第1表 (集計表） 大阪 地裁管内
検察審査会

誇繍

》

大阪第一検総第43号 平成30年10月10日

最高裁判所刑事局長殿 大阪一検事務局長

処
理
区
分

受 理 人 員

旧

受

新 受

申
立
て

職
権
移
送 計

〈
ロ

計

既 済 人 員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移

送

〈
ロ

計

未
済
人
員

第 2 段階の審査

審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

そ
の
他

審
査
中

建
議
勧
告
件
数

当月 106 11

一

11 117 2 5 1 3 11 106

1月からの累計 190 2 192 1 2 106

(2)

6

8
■

4 6 127

(2)

備
考
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審査・建議勧告事件月報

第1表 平成 30 年 10 月分 (集計表） 大阪 地裁管内

検察審査会

熟

,

大阪第一検総第50号 平成30年11月13日

最高裁判所刑事局長殿 大阪一検事務局長
ノ

処
理
区
分

受 理 人 員

旧
受

新 受

申
立
・
て

職
権
移
送 計

〈
ロ

計

既 ‘済 人 員．

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

号

不
起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移
送
合
計

未
済
人
員

第 2 段階の審査

審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら

起
訴
議

'決ず

そ

の

他

審

査

中

建
議
勧
告
件
数

当月 106 16 1 17 123

(1)

21

(1)

21

(1)

102

1月からの累計 206 3 209 1 2 127

(3)

8 4 6 148

(3)

備
考
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審査・建議勧告事件月報

平成 30 ． 年 11 月分第1表 (集計表） 大阪 地裁管内

検察審査会

（最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し,内数として計上する。

ー

大阪第一検総第56号

最高裁判所刑事局長殿 大阪一検事務局長

処
理
区
分

受 理 人 員

旧

受

新 受

申
立
て

職

‘権
移
送 計

今
ロ

計

既 済 人 員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移
送

〈
ロ

計

未
済
人
員

第 2 段階の審査

審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

そ
の
他

審
査
中

建
議
勧
告
件
数

当月 102 9 1 10 112

(1)

9

(1)

9

(1)

103

1月からの累計 215 4 219 1 2 136

(4)

8 4 6 157

(4)

備
考
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審査・建議勧告事件月報

第1表 平成 30 年 12 月分 (集計表） 大阪 地裁管内
検察審査会

（最刑一）

(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び｢合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し,内数とじて計上する。

大阪第一検総第3号 平成31年 1月1，5日

最高裁判所刑事局長殿 大阪一検事務局長

処
理
区
分

受 理 人 員

旧

受

新 受

申
立
て

職
権
移
送 計

〈
ロ

計

既 済 人 員

起
訴
．
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移
送

今
ロ

計

未
済
人
員

第 2 段階の審査

審
査
開
始

起
訴
議
決

に
至
ら
ず

起
訴
議
決

そ

ノ

の

他

審
査
中

建
議
勧
告
件
数

当月 103 12 12 115 12 2 14 101

1月からの累計 227 4 231 1 2 148

(4)

10 4 6 171

(4)

備

考
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